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１．提案募集の概略  

  ・名  称：CRF 装置監視業務  

  ・特  質：本協会は、地域社会の健全な発展を目的として、道路・鉄道・地下駅・地下街・医療機関等における移動通信サー

ビスの不感対策を実施するための移動通信用中継施設の整備・維持管理等を行っています。現在、CRF装置を順次

導入しており、導入に伴い維持管理を適切かつ迅速に行う必要があることから、CRF 装置の監視業務及び監視制御

試験業務を委託するパートナー企業を募集します。 

  ・納  入：日本国内の別途指定する場所  

 

２．契約を締結するパートナー企業数  

  ・監視業務及び監視制御試験業務  １社  

３．パートナー企業の選定方法  

  ・別途お渡しする提案依頼書の要求事項に対して、技術的要件、実現容易性、各種体制、実績、会社の経営的要件、コスト

等を総合的に判断した上で、公平かつ公正に審査し、優れた提案を行ったパートナー企業を選定する。 

 

４．応募の手続き 

  ・提案募集プロセスによります。 

 

５．提案申請書類の内容  

  ・申請書類の内容については、別途お渡しする提案依頼書に示します。 

 

６．応募意思の受付  

 （１）本募集に関する応募意思を下記メールアドレスまでご連絡ください。 

    以降のお手続き等について、当協会より別途返信させて頂きます。 

宛先：request-unei@jmcia.or.jp 

件名：[応募] CRF 装置における監視業務及び監視制御試験業務について 

本文：法人名、所属名、役職、担当者名、住所、電話番号、メールアドレス 

  ※記入漏れ、誤字脱字には十分ご注意ください。 
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 （２）応募意思の受付後、機密保持に関する誓約書、会社概要資料、登記簿謄本、本紙８項で示す導入実績に関する資料

を当協会に提出して頂き、確認・審査の上、企業様に提案依頼書をお渡しします。  

 （３）受付期限以降のご連絡には一切お答えできませんのでご注意ください。 

 （４）本募集以外のご質問、お問い合わせ等には一切お答えできません。 

 

７．応募意思の受付期限  

  ・令和 7 年 7 月 25 日（金）15 時（日本時間）   

 

８．応募に参加するための基本要件・注意事項  

  以下の条件を満たす法人格のみとする。 

・過去 3 年間において JMCIA 又は指定電気通信設備を有する電気通信事業者（旧制度で第一種電気通信事業者に相

当）より監視業務を受託等、もしくは監視・保全に相当する業務、施工監理、設計監理の受注実績があること 

   

ただし、次のいずれかに該当する者は参加することができません。  

（１）民法第７条の規定により後見開始の審判を受け、その取り消しを受けていない者および民法第１１条の規定により保佐開

始の審判を受け、その取り消しを受けていない者  

（２）破産者で復権を得ない者  

（３）民事再生、会社更生、破産、清算等の手続中にある法人  

（４）次に掲げる事由の１つに該当する行為をした者で、その事実認定の日から２年間を経過しない者  

     また、それらの者を使用していた者で、事実認定の日から２年間を経過しない者  

ア．協会との間で締結した契約（以下、「契約」という。）の履行に際し、故意にまたは重過失により製品の製造、供給、

納品もしくは役務を粗雑にし、または製品の品質もしくは数量に関し不正の行為があった者  

イ．協会の調達における申請（以下、「申請」という。）または契約の締結もしくは履行に際し、不正に利益を得る目的をも

って申請者間で共謀した者  

ウ．他の供給者の申請を妨害し契約を締結すること、もしくは契約を履行することを妨害した者  

エ．協会の検査または監督に際し、協会職員の職務執行を妨げ、または職務執行に協力しなかった者  

オ．正当な理由がなく契約を締結しなかった者、または契約を履行しなかった者  
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カ．申請の手続きまたは契約の締結もしくは履行に関する手続き等に際し、虚偽の申告をした者  

キ．応募説明書に示す協定に規定する守秘義務に違反した者  

ク．応募説明書を不正に使用した者  

ケ．その他不正に競争を阻害する行為をした者  

（５）当該応募において、最終的な応募仕様作成に直接関与したことによって競争上の不公正な利益を享受する者  

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者  

（７）暴力団員、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成（以下総称して「反社会的勢力」という。）す

る者  

（８）反社会的勢力がその事業活動を支配する者  

（９）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この手続きをする者  

 

以上  


